
＜日本史探究⑮＞律令体距」⑨教科書：P.40~ P.4l
回司法制度 ぶ如リ位階剥奪
①律に定め釦た 5種吋刊箭を (1 )という。←粛族 1計刑箭が軽澱‘拓否

→（軽心の力~) (2. )(/)ぬ＇
也ムチで 10へ頭／綬：杖で60叫00國コ／礎倍履l墨／嘉：息流しf死：類
@(3. ）；設渋．ネ季なと国家・天皇•尊民［：：親族］に対す~8つの軍

L青族でも減免されない！

問(1)律令体制において役人は和ぞれの位階に爬じた官頂哉‘9マイ壬命されるが．
この制度を何という？ ) 

胴(2)律令制で、五位以上の子と三位以上の子孫は (A)歳以上になさと自軌
的に一定の位階が与え汐魚。この制席を (B)という。

A= [ ] B= [ ] 

回律令叫訟制
律令ではすべての人は(1/.. ) t (~. ）とに分けられた。
ゲ：晋族官人公民（遺•腐を砕如）、麟釦［官庁に所属捻紅認］
叶諒の（6． ) • (7. ) • (8. ) 
私有の(q )・ (10. ) "戸を悼エ

→が10を叙泄て (1(. )。g.10 let"家族生活雌F拓ず (l2. ) 
苔てた

•X•6 ：天皇家の陵［＝墓］を守るS/7：家族生活咋蕊S-/ 9 ：戸をなして生活で衷芯

胆(1)律令体制下で1志人々は (A) と (8)の 2種類に分け却t-c。
A=[ ] B:::[ ] 

I 

眠(2) Bには官有の (c)と、私有の (D)があり、 (E) と呼国歪。
C= [ ] D= [ ] E=-[ 1 

回戸藉 心は後に (l5.)に．1 (71亨）
・戸灘：（B． )年ごとに作成。 (Iク ）戸を 1里進成‘ ィ代表者1釘産笙

里の下にある租税負担の単位：を (16. )(← 2臥程度で構成）、実際の
生活単位である IK家焦 (10人程度）を霧戸という。

・戸滝It玉庇を魯めさ.J~辱XS豆炉疇保存古いもの応破蚕
→ 670年天害天皇が作果 (17. )は紀欠保存l



回班田収授 臼塁
①戸藉にもとづいて (l8. )に (19. }-g班給
→暦の（20. )にならって (21. )嚢醗れた。

たん ぶ＇ おう

®支給面積→鮒立 1段＝（公． 渉 (23.)段＝ 1町 液：：：伊益こ虔
A. 良民男性：（211-. )== (25. ) 
8. 良民せ性：良民男性の (16. ) :::: (27. )歩＝ (28. ) 
C私有の腹民 [=29. ] :良民の（30. )男性→ (3/. )歩
X.·官翫諏 I計良民と同じ府を与えられた！ 廿性→（32． )歩

ｮ(33. )農地(/).:t把区画制度←都の回（以弥． ).l 

＠田地の種類← （迭 牌ごとに戸を単位に班給された。そ五を班年

［税を課す（36． ): Iq位田、麟饂燐• 四茫は珈
麟除辻輸麟（37 ）［寺院用の田］、（38. ）［神社記簸苗如
班田［田を各人にぎ昆っこと］で残果田＝（翌 ）［吋o. ] 
→固司が賃料を取って農民（こ貨し与諺＝（'fl. ) 

→ 3qを4( した憲民は収穫の (4.2. )を(f/.3_ )としで回司疇霞

囲(1)律令政府は、 (A)年没、とに戸藉を作成し、 (B)戸を 1里に緬滅した。後に
里は (c)に改め知た。 A=[ ] B==[ 1 C=[ ] 

商(2)律令体制下では舟iの (D)にならって (E)法を定め、戸躇に基づいて、
(F)歳以上の (G)に (H)を班給した。
D= [ ] E:::.[ ] P= [ J G.:::[ ] 
H= [ J 

問(3) (H)の班給は (I)年に 1度行わ打た。 (H)の迂さは良民男性が(J")
廿性はその (K)であ~(L)歩[=(M)]、私有の謀民は良民の (N)の割
合とされた。ちなみに 1段＝（ O ）歩であ歪。
丑［］ J=[ ] k::: [ ] L=[ ] 
M=[ ] N= [ ] 0 ::: [] 

思（＃）律令体制下における農地の土地区画制度は？ [ ] 
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